
 

 

  

３．実習生が途中帰国する場合、帰国前に外国人技能実習機構に、参考様式 1-43 号「意志確認書面」の 

ご提出が必要です。 

 意志と反して帰国を余儀なくされる実習生が多発した事を受け、今回の改定で実習生の意志・意向の確認

が強化されました。こちらは実習生の帰国前までに外国人技能実習機構に提出する必要があり、また同書

類には企業様のご署名も必要になります。お手数をお掛け致しますが、ご協力の程、宜しくお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の改訂にはデジタル化の推進、コロナウイルスによる特例措置の削除なども盛り込まれております

が、全体的に実習生の保護が強化されたと感じました。監理団体は元より、実習実施者様にも法令順守 

や体制の強化が今後もなお一層求められていく事と思います。ですが、制度を正しく理解し、法令に従っ

て行っていけば、ご不安に感じる必要はございません。 

当組合でこれからも正しい情報を組合員様に一早く発信し、組合員の皆様に寄り添いながら実習生事業

に取り組んでまいります。技能実習制度を十分に活用できるようお手伝いをして参りますので、これから 

も安心して当組合にお任せください。 

   

当組合は 8 月 14、15 日を休業とさせて頂きます。休暇中はご迷惑をお掛け致し 

ますが、何卒ご了承下さいます様、宜しくお願い申し上げます。 

酷暑の折り、くれぐれもご自愛専一のほど心よりお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

  

  

    

  

 

   

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ご署名 


